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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ロ
シ
ア
外
務
省
の
対
日
関
係
に
つ
い
て
の
声
明
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
声
明
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
外
務
省
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
日
本
語
仮
訳
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

「
モ
ス
ク
ワ
で
は
、
麻
生
日
本
国
外
務
大
臣
が
最
近
公
に
行
っ
た
、
露
日
関
係
に
関
す
る
諸
問
題
及
び
ロ
シ
ア
と
第
三
国

と
の
関
係
に
触
れ
ら
れ
た
一
連
の
発
言
が
注
目
さ
れ
た
。

我
々
は
、
こ
れ
ら
の
発
言
の
内
容
を
、
日
本
側
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ロ
シ
ア
と
日
本
が
相
反
す
る
立
場
を
堅

持
し
て
い
る
、
当
事
者
不
在
の
公
の
場
に
お
け
る
平
和
条
約
問
題
に
関
す
る
論
争
の
中
で
、
二
国
間
関
係
の
発
展
の
方
途
に

関
す
る
真
剣
か
つ
時
と
し
て
容
易
で
な
い
対
話
を
行
う
意
向
で
あ
る
証
拠
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

仮
に
、
日
本
側
が
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
相
互
に
受
入
れ
可
能
な
解
決
方
法
の
模
索
に
本
当
に
関
心
を
有
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
観
点
か
ら
受
け
入
れ
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
い
、
ま
し
て
ロ
シ
ア
へ
の
内
政
干
渉
と
解
さ
れ
得

る
発
言
を
公
に
行
う
こ
と
は
控
え
る
べ
き
で
あ
る
。

我
々
の
考
え
で
は
、
こ
の
よ
う
な
発
言
は
、
二
千
五
年
十
一
月
の
露
日
首
脳
会
談
の
結
果
と
し
て
達
成
さ
れ
た
諸
合
意
の

一



内
容
及
び
精
神
に
合
致
し
て
い
な
い
。

二
月
二
十
二
日
、
ロ
シ
ア
外
務
省
に
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
臨
時
代
理
大
使
が
招
致
さ
れ
、
本
件
に
関
す
る
相
応
の
申
入

れ
が
な
さ
れ
た
。
」

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
公
電
は
、
平
成
十
八
年
二
月
二
十
二
日
午
後
七
時
二
分
に
外
務
省
に
お
い
て
受
信
し
た
。

三
及
び
七
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
二
月
二
十
二
日
、
ア
レ
ク
セ
ー
エ
フ
・
ロ
シ
ア
連
邦
外
務
次
官
（
以
下
「
ア
レ
ク
セ
ー
エ
フ
次
官
」
と
い

う
。
）
が
秋
元
義
孝
在
ロ
シ
ア
連
邦
日
本
国
臨
時
代
理
大
使
（
以
下
「
秋
元
臨
時
代
理
大
使
」
と
い
う
。
）
を
招
致
し
、
同

月
十
八
日
に
行
わ
れ
た
第
十
三
回
外
務
省
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
麻
生
太
郎
外
務
大
臣
の
日
露
関
係
等
に
関
す
る

発
言
に
つ
き
申
入
れ
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
、
秋
元
臨
時
代
理
大
使
は
、
申
入
れ
の
内
容
に
つ
い
て
は
本
国
に
伝
え
る
こ

と
等
を
述
べ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
関
係
等
を
内
容
と
す
る
対
外
応
答
要
領
は
、
外
務
省
に
お
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
ア
レ

ク
セ
ー
エ
フ
次
官
と
秋
元
臨
時
代
理
大
使
の
会
談
は
、
約
四
十
分
間
行
わ
れ
、
会
談
中
に
飲
料
が
提
供
さ
れ
た
。

四
に
つ
い
て

二



御
指
摘
の
事
実
は
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
状
況
を
踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
関
係
も
あ
り
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

三


